
高知県主任更新介護支援専門員研修のQ＆A
No 分類 質問内容 回答

1 受講要件
受講要件の対象となる法定外
の研修について、要件等は公
表されていますか。

　高知県長寿社会課のホームページでご確認ください。
　https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025081300014/

2 受講要件

「法定外の研修に年４回以上
参加した者」とありますが、
年４回以上の年はどの期間を
指しますか。

　「年４回以上」の年は、主任介護支援専門員の資格を有する期間（直近の過去５年間以内）のいずれかの単年度（４月１
日～翌年３月 31 日の１年間）を指します（更新制度創設の目的である質の向上という観点からは、毎年度４回以上の参加
が望ましいです）。
　年度をまたいで受講した研修の合算はできませんのでご注意ください。複数日にまたがる研修の場合は、１日を１回とカ
ウントしても構いませんが、1日ごとに修了証明書を提出してください。
　なお、受講申し込み時点での「研修受講見込み」では申込みできません。（研修初日の前日までに修了証明書を出せる場
合は申込みができますが、証明書を出せなかった場合は研修の受講はできず、受講料の返金もできませんのでご了承くださ
い。）

3 受講要件

「職能団体等が開催する法定
外の研修等」において、証明
書の発行がない時は、どうし
たらいいですか。

　原則、修了証等の証明書が発行された研修で申し込んでください。
　修了証明書等の発行がない場合は、受講（参加）した研修の資料の写しを添付してください。
　研修の資料も提出できない場合は、様式２「研修修了状況申告書」により、研修実施機関より研修受講の証明をもらって
ください。

4 受講要件

主任更新研修の要件を満たせ
ないため、受講ができませ
ん。主任介護支援専門員の資
格を維持するにはどうすれば
いいですか。

　主任介護支援専門員資格は有効期間内に主任介護支援専門員更新研修を修了することで更新ができます。主任介護支援専
門員更新研修を受講できない場合、有効期間満了後主任介護支援専門員の資格は喪失します。再び主任介護支援専門員にな
るためには、主任介護支援専門員研修を再度受講してください。（主任介護支援専門員の資格が有効な間は主任介護支援専
門員研修を受けることはできません。）
　なお、制度上、介護支援専門員証と主任介護支援専門員の資格は別の資格であり、有効期間も別々に管理されています。
（ただし初回の主任介護支援専門員資格更新の際には、両者の有効期間を統一することが原則とされています）。主任介護
支援専門員更新研修を受けない場合は、介護支援専門員証に記載されている有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新
をしてください。

5 受講要件

　介護支援専門員証の有効期
間満了後であっても、主任介
護支援専門員研修修了証明書
の有効期間内であれば研修を
受講できますか。

　受講できません。
　介護支援専門員証の有効期間が満了した場合は、主任介護支援専門員資格も喪失します。
　主任介護支援専門員資格の有効期間満了までに、介護支援専門員証の有効期間が満了する方は、介護支援専門員更新研修
を受講し、証の更新を行ってください。

6 受講要件
 主任更新研修はいつから受
講することができますか。

　主任（更新）研修修了証明書の，有効期間満了日の 2 年前の属する年度から受講することが可能です。
　高知県では対象者に対し研修案内を送付していますが、住所の変更等があった場合等、確実にお手元に届くとは限りませ
んので、ご自身で忘れないように更新時期の確認をお願いします。

7 受講要件
提出事例は他の介護支援専門
員に対する指導・支援の事例
でなければならないか。

　受講者自身が他の介護支援専門員の指導・支援をした事例の提出ができることが条件です。自分自身の事例は不可です。

8 受講要件

一人ケアマネの場合は指導・
支援の事例提出が極めて困難
であるがどうしたらよいです
か。

　地域において活動の機会を得ていただくなど、色々な機会に指導の場を見つけてください。地域包括支援センターにも相
談されることをお勧めします。

9 受講要件
事例（指導事例）の提出が必
要になっていますが、現任で
ないと受講できませんか。

　現在の介護支援専門員資格有効期間内に介護支援専門員として実務に従事していれば可能です。
　ただし、事例の提出が出来なければ受講はできません。

10 受講要件
介護支援専門員に係る研修の
企画とはどのような役割が該
当しますか。

　介護支援専門員に係る研修の企画担当者（研修委員や役員としての參画等）として、企画から開催まで主に関わった場合
を示します。
　企画業務への関わりが薄い場合（講師依頼、会場予約、研修案内作成、受講者管理等事務のみへの関わり）は該当しませ
ん。
　県で企画を行ったことを精査するのは困難ですので、研修実施機関から証明されたことがわかる文書や資料の写しの添付
が必要です。



11 受講要件
ファシリテーターとはどのよ
うな役割が該当しますか。

　研修実施機関から依頼を受け、研修時に講師と共に受講者へ指導・助言を行う等により、研修の進行を推進する者をいい
ます。受付や進行等司会的役割のみでは該当しません。
　主催者からの依頼文書等、講師やファシリテーターであることのわかる文書の写しの添付が必要です。

12 資格関係

主任更新研修を受講しようと
思うのですが、介護支援専門
員証の更新のために「更新研
修Ⅱ（または専門研修Ⅱ）」
も受講する必要があります
か。

　主任更新研修修了者は更新研修の受講が免除され、主任更新研修の修了証明書をもって介護支援専門員証の更新手続きを
申請することができます。
　ただし、主任更新研修修了日までに介護支援専門員証の有効期間が満了してしまう場合は、事前に「更新研修Ⅱ（または
専門研修Ⅱ）」を受講し、更新手続きを行っておく必要があります。
　有効期間についてご不明な点がありましたら県にご相談ください。

13 資格関係

居宅介護支援事業所の管理者
をしていますが、更新研修を
受けられず、主任介護支援専
門員資格を失効してしてしま
いそうです。どうすればいい
ですか。

　失効後の事業所運営等につきましては、居宅介護支援事業所の指定・指導等に係る権限は市町村にありますので、所属事
業所を管轄する市町村の介護保険主管課へご相談ください。

14 資格関係

主任介護支援専門員更新研修
を修了した後に介護支援専門
員の更新申請の手続きは必要
ですか。

 別途、更新の手続きが必要です。
　主任介護支援専門員更新研修を修了することで、介護支援専門員証の更新研修の受講は免除されますが、更新手続きは免
除とはなりません。介護支援専門員証の有効期間内に更新手続きをしてください。
　主任介護支援専門員になってから初回の更新の際に「介護支援専門員証の有効期間」は、原則として、主任介護支援専門
員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付するものとしますが、置換を希望しない場合は別段の申出により置き換
えないことが可能です。（初回の主任介護支援専門員更新研修を受講される際に案内いたします。）
　なお、置換を希望しない場合は、介護支援専門員証の有効期間と主任資格の有効期間が異なりますのでご注意ください。
高知県では、主任介護支援専門員更新研修と介護支援専門員証の更新について、時期が近づくと個別にご案内はしています
が、住所の変更等があった場合等、確実にお手元に届くとは限りませんので、ご自身で忘れないように更新時期の確認をお
願いします。

15 資格関係
主任介護支援専門員の有効期
間はいつからいつまでです
か。

　有効期間は、主任介護支援専門員研修修了日から５年間です。主任介護支援専門員の有効期間満了日までに「主任介護支
援専門員更新研修」を修了すれば、主任資格を取得した主任研修修了日を基準に、５年ずつ有効期間が延びていきます。
　このため、早めに主任介護支援専門員更新研修を受講したとしても、主任介護支援専門員の有効期間が短くなることはあ
りません。
（例）主任介護支援専門員資格の満了日が「令和８年11月13日」の方が、令和６年度の主任介護支援専門員更新研修を受け
た場合、修了証明書の有効期間は「令和8年11月14日から令和13年11月13日まで」となります。介護支援専門員証の更新の
際に修了証明書の写しが必要となりますので、無くさないようにしてください。

16 資格関係

主任介護支援専門員資格の有
効期間が切れて、資格を失効
してしまいました。どうすれ
ばいいですか。

①介護支援専門員証の有効期間も失効してしまっている場合
　失効後、介護支援専門員として実務に従事すると、介護支援専門員の登録消除の対象となります。失効後は、介護支援専
門員の業務に従事しないでください。
　【介護支援専門員証の再取得について】
　再研修を受講・修了した後に、登録している都道府県の介護保険主管課に介護支援専門員証の新規交付申請を行ってくだ
さい。（再研修は高知県では年２回行っています）
　【主任介護支援専門員資格について】
　介護支援専門員証を再取得した後に、再度主任介護支援専門員研修を受講してください。

②介護支援専門員証が有効な場合
　主任介護支援専門員資格失効後に再度主任介護支援専門員研修を受講してください。この際、介護支援専門員証の更新を
忘れないようにお願いします。

17 受講環境

カリキュラムにオンラインで
行う科目がありますが、イン
ターネットの環境がありませ
ん。

　パソコン（受講者１人につき１台必要です。タブレット、スマートフォンは推奨しません。）、有線又は無線LANによる
インターネット環境（LTE通信等、通信制限がかかる通信環境は推奨しません。）、ヘッドセット等は、ご自身でご準備く
ださい。
　厚生労働省では、受講者の負担軽減や円滑で効果的な研修実施を支援する取組として、研修のオンライン化を推進する方
針を示しています。本県でも、本方針に則り、法定研修をオンライン開催とする場合がありますが、研修の位置づけはこれ
までと同じく専門職を対象とした実践的な研修ですので、オンライン研修に参加する受講者は、専門職の責務として主体的
かつ協調性をもった受講姿勢で参加してください。また、円滑な受講のためには安定した受講環境を確保する必要がありま
すが、そのための機器や通信、受講場所といった受講環境の整備は、受講者側の責務として心がけてください。

18 その他
研修受講料の納付方法につい
て

　令和６年度より、研修受講料の電子納付（クレジットカード決済）が可能になりました。電子納付をご希望の方は、電子
申請 URL から申請手続きを行ってください。高知県収入証紙による納付も引き続き受け付けております。



19 その他

主任介護支援専門員更新研修
の修了証明書を紛失してしま
いましたが、どうすればいい
ですか。

　修了証明書の再発行を受け付けておりますので、一度県へお問い合わせください。再交付申立書の提出方法などをご案内
いたします。郵送を希望される場合は、簡易書留郵便の切手代をご負担いただきます。

20 その他
問合せ先・提出先はどこです
か。

　主任介護支援専門員更新研修の受講申込先は高知県長寿社会課です。（主任介護支援専門員研修の受講申込先は介護労働
安定センター高知支部【委託先】となります。）
　介護支援専門員の登録や介護支援専門員証の発行などに関する提出先・問合せ先も、高知県長寿社会課です。
　各種手続きについては県ホームページでお知らせしています。提出書類のダウンロードも可能ですので、こちらをご確認
ください。
　https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2015081700136/
所在地： 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話：介護保険担当 088-823-9681
メール： 060201@ken.pref.kochi.lg.jp


